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	 2－5	 	自然災害即応・連携チーム会議の開催等
大規模災害発災直後の政府の初動対応と応急対策を迅速・円滑に行うためには、内閣危機管理監を

始めとする政府の災害担当局長等が、平時から「顔の見える関係」を構築し、適切な役割分担と相互
の連携協力を図ることが重要である。

このため、関係者間の情報交換・共有を図る会議として、令和２年度から「自然災害即応・連携
チーム会議」を開催している。

また、これまで平成30年７月豪雨や、令和元年東日本台風といった大規模災害発生時には、政府
として、被災者の生活支援を更にきめ細かく、迅速かつ強力に進めるため、内閣官房副長官（事務）
の下に各省横断の被災者生活支援チームを開催してきた。このチームを通じ、電力や水道の早期復
旧、被災者ニーズの把握はもとより、水、食料、段ボールベッド、パーティション等のプッシュ型支
援、避難所生活の環境整備、被災自治体への職員派遣、住まいの確保など、必要が生じる事柄を先取

	 図表2-4-4	 令和３年７月１日からの大雨による熱海での土石流災害を掲載したドローン映像

出典：内閣府資料

	 図表2-4-3	 令和２年７月豪雨（熊本県庁）におけるＩＳＵＴサイトと地図の活用状況

熊本県災害対策本部会議での活用

航空調整班での活用

孤立集落解消に向けた担当者会議（県主催）での活用

実働機関調整会議（県主催）での活用

出典：内閣府資料
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りし、関係省庁が一体となって、被災地の生活再建と生業の再建に向けた対策パッケージを取りまと
めるなど、被災者の生活支援を政府一丸となって迅速に進めてきた。

これらの経験を踏まえ、令和２年度より、今後大規模災害が発生した場合には被災者の生活・生業
の迅速・円滑な支援のために「被災者生活・生業再建支援チーム」を設置することを防災基本計画に
明記し、その設置をルール化した。

令和３年７月１日からの大雨においては、７月６日に「令和３年７月１日からの大雨被災者生活・
生業再建支援チーム」が設置され、同月30日には、同チームを中心に、被災者の生活と生業の再建
に向け緊急に対応すべき施策として「令和３年７月１日からの大雨に係る支援策とりまとめ」を取り
まとめた。

	 2－6	 	集客施設等における噴火時等の避難確保計画作成の手引きの改訂
平成26年９月に発生した御嶽山噴火災害を契機に、「活動火山対策特別措置法」（昭和48年法律第

61号）が改正され、市町村が地域防災計画に指定する集客施設や要配慮者利用施設の所有者等に対
して、「避難確保計画」の作成や、計画に基づいた訓練の実施等が位置付けられた。

内閣府では、火山現象発生時の施設利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するための避難確保計画の
作成を支援するため、平成28年に「集客施設等における噴火時等の避難確保計画作成の手引き」を
公表し、令和３年に改訂した。
（参照：https://www.bousai.go.jp/kazan/tebikisakusei/index.html）
令和３年の改訂では「噴火警戒レベルが引き上げられないまま居住地域に影響を及ぼす噴火に至っ

た場合」の対応策について手引きに追記するとともに、想定すべき火山現象や避難方法が異なる火口
周辺と居住地域において施設関係者が適切に避難確保計画を作成できるよう、作成ガイドやひな形を
再構成した（図表２-６-１）。

	 図表2-6-1	 作成ガイド・ひな形の選び方

避難促進施設はどこに
位置していますか？

どのように避難確保計画を
作成しますか？

どのように避難確保計画を
作成しますか？

火口周辺の単独施設版

火口周辺の地区一体版

居住地域の単独施設版

居住地域の地区一体版

火口周辺

居住地域

施設単独で

施設単独で

他の施設と共同し
地区一体で

他の施設と共同し
地区一体で

出典：内閣府資料
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	 2－7	 	災害時における船舶を活用した医療提供体制の整備の検討
病院船（災害時等において船内で医療行為を行うことを主要な機能とする船舶をいう。以下同じ。）

に関しては、従来から政府において、調査研究や既存船舶を活用した実証訓練が実施されてきた。
令和２年度には、新型コロナウイルス感染症への対策として、医療提供の場の確保のための病院船

の活用の検討を行い、令和３年３月に内閣府、厚生労働省、防衛省及び国土交通省が連名で、病院船
の活用に関する調査・検討を踏まえた政府の考え方を取りまとめ、公表した。この政府の考え方で
は、病院船について、大規模災害発生時に、特に陸路が途絶された地域や離島に対して、陸上医療機
関を補完することが期待されるとし、①医療従事者の確保、②運航要員の確保、③平時の活用方策と
いう課題について引き続き対応策を検討しつつ、これらの課題が解決していない現状を踏まえ、当
面、新たに病院船の建造に着手するのではなく、既存船舶を活用した災害医療活動の具体化に取り組
むこととした。

これを受けて、令和３年度は医療関係団体の意見等を踏まえつつ、医療従事者約150名が参加し、
初動（要員の参集）から完了（患者の搬出）までの活動を実証する自衛隊艦艇を活用した本格的な訓
練の準備を進めた。令和４年１月の新型コロナウイルス感染症の拡大のため、実動訓練は中止するこ
とになったが、実動訓練の準備段階や図上訓練で得た知見については、今後の検討に活用していく。

また、令和３年６月に、議員立法により「災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の
推進に関する法律」（令和３年法律第79号）が成立し、公布の日から３年以内に施行される予定であ
る。同法は、災害時や、感染症の発生・まん延やそのおそれがある時に備え、船舶を活用した医療提
供体制の整備を推進することを目的とするものであり、基本方針として、①陸上医療との役割分担・
連携協力、②災害時等における医療の提供の用に主として供するための船舶の保有（国以外の者によ
り保有することを含む）、③人員の確保、④人材の育成、⑤物資の確保、⑥平時の活用、⑦民間活用
が挙げられている。政府は、基本方針に基づき、必要な法制上又は財政上の措置等を講じるととも
に、整備推進計画を策定することとされている。

政府は、同年10月に関係府省連絡会議を開催し、法の施行に向けて、政府一体となって検討を開
始したところであり、これまでの政府の取組を活かしつつ、引き続き医療関係団体の意見にも十分に
耳を傾けながら、災害時の医療提供体制の充実に取り組んでいく。

	 第３節	 	発生が危惧される災害への対応

	 3－1	 	首都圏等における洪水・高潮氾濫からの大規模広域避難の検討
地球温暖化に伴い、勢力がより強い台風の割合が増えること等が懸念され、今後、大規模広域避難

が必要となる大規模水害が発生するおそれが予測されている。また、我が国の三大都市圏には「ゼロ
メートル地帯」が広く存在しており、堤防の決壊等により大規模水害が発生した場合には、多数の住
民が避難することによる大混雑の発生や、逃げ遅れによる多数の孤立者の発生が予想されている。

（図表３-１-１）
このことから、平成28年６月に中央防災会議防災対策実行会議の下に設置した「洪水・高潮氾濫

からの大規模・広域避難検討ワーキンググループ」において、三大都市圏における洪水や高潮氾濫か
らの大規模かつ広域的な避難の在り方等について検討が行われ、平成30年３月に「洪水・高潮氾濫
からの大規模・広域避難に関する基本的な考え方（報告）」が取りまとめられた。
（参照：https://www.bousai.go.jp/fusuigai/kozuiworking/）
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同報告を踏まえ、内閣府では、大規模水害時の大規模広域避難の実装に向けて、特に行政機関等関
係機関が連携して取り組むべき事項について整理するとともに、関係機関間の連携・役割分担のあり
方について検討することを目的として、平成30年６月に東京都と共同で設置した「首都圏における
大規模水害広域避難検討会」を令和３年度までに７回開催し、令和４年３月に「広域避難計画策定支
援ガイドライン（報告書）」を作成した。引き続き、同ガイドラインに基づき更なる具体化に向けた
検討を進めていく。
（参照：https://www.bousai.go.jp/fusuigai/suigaiworking/suigaiworking.html）

甚大かつ広範囲にわたる被害が発生した令和元年東日本台風において、広域避難に関する課題が顕
在化したことから、中央防災会議の下に設置された「令和元年台風第19号等による災害からの避難
に関するワーキンググループ」及び「令和元年台風第19号等を踏まえた避難情報及び広域避難等に
関するサブワーキンググループ」において検討を行い、その提言を踏まえ、令和３年５月に「災害対
策基本法」等を改正し、災害が発生するおそれ段階における国の災害対策本部の設置、市町村長・都
道府県知事による広域避難の協議、都道府県知事による運送の要請に関する規定等が措置された。

また、改正「災害対策基本法」の施行に合わせて、広域避難の検討に係る基本的な考え方・手順や
先進事例等について記載した「水害からの広域避難に関する基本的な考え方」などを地方公共団体に
通知し、広域避難の円滑な実施に向けた取組を進めている。
（参照：https://www.bousai.go.jp/fusuigai/suigai_kouikihinan/index.html）

	 第４節	 	国際防災協力
我が国は、災害の経験・知識や防災の施策を多く蓄積しており、これらを共有することにより、防

災分野で世界の議論をけん引し、世界各国における防災の取組強化に貢献している。特に、平成27
年３月に第３回国連防災世界会議を宮城県仙台市で開催したことを踏まえ、そこで採択された「仙台
防災枠組2015－2030」（以下「仙台防災枠組」という。）の実施において、主導的な役割を果たす
ことが世界各国から期待されている。このため、内閣府や外務省においては、国連などの国際機関を
通じた防災協力、二国間等防災協力を積極的に推進している。

	 図表3-1-1	 三大都市圏のゼロメートル地帯

出典：国土地理院ホームページより内閣府作成

江東区

江戸川区

墨田区

葛飾区

足立区

ゼロメートル地帯
面積：１１６ｋ㎡
人口：１７６万人

荒川区

台東区

千代田区

中央区

浦安市

市川市

松戸市

八潮市

三郷市
草加市

川口市

北区

板橋区

吉川市越谷市

船橋市

港区

品川区

習志野市

戸田市

蕨市

大田区

川崎区

幸区

鶴見区

※ゼロメートル地帯：朔望平均満潮位以下の地区
出典：国土交通省「ゼロメートル地帯の高潮対策検討会」第１回資料

桑名市

朝日町

川越町

四日市市

木曽岬町

弥富市

飛島村

ゼロメートル地帯
面積：３３６ｋ㎡
人口：９０万人

蟹江町

愛西市

海津市

津島市

あま市

大治町

清須市

稲沢市

東海市

知多市

養老町

輪之内町

羽島市 一宮市

港区

中川区

中村区

熱田区

中区

西区

瑞穂区

昭和区

南区

緑区

※ゼロメートル地帯：朔望平均満潮位以下の地区
出典：国土交通省「ゼロメートル地帯の高潮対策検討会」第１回資料

尼崎市

芦屋市 西宮市

東灘区

西淀川区

淀川区

東淀川区

此花区

福島区

北区

都島区

旭区

港区

西区

中央区

城東区

鶴見区

大正区

浪速区

西城区

天王寺区

東成区

生野区

住之江区

住吉区

東住吉区

阿倍野区

平野区

東大阪市

大東市

門真市

守口市

摂津市 寝屋川市

豊中市 吹田市

堺区

西区

高石市

ゼロメートル地帯
面積：１２４ｋ㎡
人口：１３８万人
※ゼロメートル地帯：朔望平均満潮位以下の地区

出典：国土交通省「ゼロメートル地帯の高潮対策検討会」第１回資料
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	 4－1	 	国連などの国際機関を通じた防災協力
（１）国連防災機関（ＵＮＤＲＲ）を通じた防災協力

仙台防災枠組を推進するため、同枠組の実施に係るモニタリング、調整、各地域や国の支援等を
行っている国連防災機関（ＵＮＤＲＲ：United Nations Office for Disaster Risk Reduction）の
活動を支援するため、令和３年度においては内閣府及び外務省が合わせて約 529 万ドル（約５億
7,000万円）を拠出している。

我が国は、毎年11月５日を「世界津波の日」とする平成27年の国連総会決議の採択を主導し、翌
28年以降、ＵＮＤＲＲとの共催で、津波の脅威に対する意識向上を目的とする啓発イベントを開催
している。令和３年11月５日に開催した「世界津波の日」オンライン・イベントでは、「現在、そし
て将来世代のための津波リスク削減に向けた科学技術の活用」をテーマに、関係国・機関の専門家や
若手研究者などによる活発な議論が行われた。

また、ＵＮＤＲＲは、令和３年12月８日～９日の日程で「アジア・太平洋防災パートナーシップ
（ＡＰＰ－ＤＲＲ：Asia-Pacific Partnership for Disaster Risk Reduction）フォーラム」をオン
ラインで開催した。同フォーラムではアジア太平洋地域における防災分野の取組状況の共有や、令和
５年に仙台防災枠組の中間点を迎えるに当たり同地域において優先的に取り組むべき事項などについ
て議論が行われた。

（２）国際復興支援プラットフォーム（ＩＲＰ）
国際復興支援プラットフォーム（ＩＲＰ：International Recovery Platform）は、平成17年に

兵庫県神戸市で開催された第２回国連防災世界会議で採択された「兵庫行動枠組」を受けて、円滑な
復興を支援するためのネットワークと兵庫行動枠組の充実を図ること、復興に関する教訓の発信や復
興に向けた共通手法・仕組みを開発すること、復興計画・構想策定に助言や支援を行うことなどを目
的として、同年３月に神戸市に設立された。仙台防災枠組において、ＩＲＰは「より良い復興（Build 
Back Better）」を推進するための国際的なメカニズムの一つとして、その強化がうたわれている。
日本政府（内閣府）は運営委員会共同議長としてその発展の基盤づくりに貢献するとともに、ＩＲＰ
の活動を支援している。

令和３年度は、令和４年１月19日に神戸市において「国際復興フォーラム」が、現地とオンライ
ンを併用するハイブリッド形式で開催された。同フォーラムは「復興を通じたレジリエンス構築のた
めのシステムの再設計：仙台防災枠組の中間点における進捗状況と残された課題の評価」をテーマと
し、内田内閣府大臣官房審議官、齋藤兵庫県知事、水鳥国連事務総長特別代表（防災担当）兼国連防
災機関長、竹谷国際協力機構（ＪＩＣＡ）防災分野特別顧問を始め、65ヶ国から400名が参加し
た。フォーラムでは仙台防災枠組の実施状況を振り返り、残された課題を議論するとともに、「より
良い復興（Build Back Better）」をより推進するためのアジェンダ設定や重点的なテーマについて、
基調講演やパネルディスカッションを通じて発信が行われた。

国際復興フォーラムの様子
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（３）アジア防災センター（ＡＤＲＣ）との共同活動を通じた防災協力
アジア防災センター（ＡＤＲＣ：Asian Disaster Reduction Center）は、災害教訓をアジア地

域と共有するため、平成10年に兵庫県神戸市に設立されたものであり、令和４年３月現在、アジア
の31ヶ国が加盟している。ＡＤＲＣは、災害情報の共有、加盟国の人材育成、コミュニティの防災
力向上、メンバー国・国際機関・地域機関・ＮＧＯとの連携の４つの柱を軸に活動を行っている。加
盟国から客員研究員を招聘しており（令和３年12月現在で累計121名）、防災政策の研究等を通じ
て加盟国の防災政策の企画立案に貢献する人材を育成している。また、各国の防災体制や最新災害情
報等の収集及びホームページ上での提供、災害発生時の衛星観測による被災情報の提供等の活動も
行っている。

内 閣 府 は Ａ Ｄ Ｒ Ｃ と の 共 催 に よ り、「ア ジ ア 防 災 会 議（Ａ Ｃ Ｄ Ｒ：Asian Conference on 
Disaster Reduction）2021」を開催し、加盟国や国際機関等からの参加を得て、アジアにおける防
災・減災の課題に関する情報共有、意見交換、連携促進等を行っている。第17回目の同会議は「変
化と変革の時：レジリエントなアジアへの道」をテーマに、令和３年12月14日～16日の期間にオ
ンラインにより開催された。加盟国（31ヶ国中22ヶ国）を始め、ＵＮＤＲＲ、ＪＩＣＡなどの関係
機関の関係者や専門家など264名が参加した同会議では、二之湯内閣府特命担当大臣（防災）が開
会挨拶をビデオメッセージで行い、安心安全な社会に向けたローカルニーズに適合した防災技術開
発、積極的な防災行動の促進のための教育・啓発、強靱な社会に向けた防災投資などについて情報共
有や意見交換がなされた。

また、会議のプレイベントとして、令和３年６月～10月の期間において計５回のテーマ別セミ
ナーが開催されたほか、内閣府とＡＤＲＣが主催するサイドイベントとして、令和３年12月15日に

「防災技術の海外展開に向けた官民連絡会（ＪＩＰＡＤ：Japan International Public-Private 
Association for Disaster Risk Reduction）」による官民防災セミナーが開催された。同セミナーに
おいては、アジア防災会議出席者やＪＩＰＡＤ会員団体等から約70名が参加し、日本の民間企業12
社より各社が有する防災に関する技術等に関する説明が行われた。

	 4－2	 	二国間等防災協力
内閣府は国際機関を通じた取組に加え、海外からの防災を担当する閣僚級の訪問等の機会を通じ

て、防災政策の経験を共有するなど、世界各国の政府における防災担当部局との連携を深めている。

（１）日ＡＳＥＡＮ防災閣僚級会合の開催を通じたＡＳＥＡＮとの連携
令和元年11月に安倍内閣総理大臣（当時）が出席した「第22回ＡＳＥＡＮ＋３（日中韓）首脳会

議」において、「日ＡＳＥＡＮ防災閣僚級会合」の立ち上げが議長声明に盛り込まれた。これを受け
て、令和３年10月14日、日本政府（内閣府）とＡＳＥＡＮ加盟10ヶ国の防災担当部局による「第
一回日ＡＳＥＡＮ防災閣僚級会合」がオンラインで開催され、二之湯内閣府特命担当大臣（防災）が
共同議長として出席した。同会合では、日本とＡＳＥＡＮの防災分野における協力の在り方について
意見交換が行われ、今後の方針について、共同声明の採択という形で合意された。

アジア防災会議の様子
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また、令和４年３月29日には、内閣府とＡＳＥＡＮ事務局の共催による「日ＡＳＥＡＮ官民防災
セミナー」が開催された。セミナーにおいては、内閣府、ＪＩＣＡ、ＡＤＲＣ、国立環境研究所、科
学技術振興機構などの関係機関及びＪＩＰＡＤ会員団体から33団体、ＡＳＥＡＮ加盟国10ヶ国の防
災担当部局等から約100名が参加し、日本とＡＳＥＡＮの防災政策や最新の取組等に関して相互に
情報共有を行うとともに、日本の民間企業３社により、各社が有する防災に関する技術等に関する説
明が行われた。

（２）内閣府と米国連邦緊急事態管理庁（ＦＥＭＡ）との連携
米国連邦緊急事態管理庁（ＦＥＭＡ：Federal Emergency Management Agency）とは、平成

26年12月に締結された協力覚書に基づき、国際会議やビデオ会議等を通じて情報共有や意見交換を
実施している。令和４年２月にビデオ会議を開催し、①要配慮者への避難支援、②避難所に関する取
組、③避難生活支援における専門人材の育成等について情報交換を行った。

（３）西バルカン諸国との防災交流
平成30年１月に安倍内閣総理大臣（当時）が西バルカン諸国を訪問した際に発表した「西バルカ

ン協力イニシアティブ」において、日・西バルカン諸国との協力の柱として防災分野が位置付けられ
ている。これに基づき、令和３年11月８日～11日に「第２回西バルカン防災セミナー」がブルガリ
アのヴェリコ・タルノヴォにおいて、現地とオンラインを併用するハイブリッド形式で開催された。
セミナーには、日本、ブルガリア、西バルカン諸国、国際機関等の防災関係者が出席し、同地域にお
いて関心が高まっている地震対策について意見交換が行われた。また、ＪＩＰＡＤ会員を中心とした
日本の民間企業３社より、地震対策に関する最新技術についての説明が行われた。

日ＡＳＥＡＮ官民防災セミナーの様子

第１回日ＡＳＥＡＮ防災閣僚級会合で発言する二之湯内閣府特命担当大臣（防災）
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	 第５節	 	国土強靱化の推進のための取組

	 5－1	 	国土強靱化年次計画の策定
政府は、「国土強靱化年次計画2021」（以下本節において「年次計画2021」という。）を令和３年

６月17日に決定（国土強靱化推進本部決定）した。年次計画2021では、令和２年12月に「防災・
減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」（以下本節において「５か年加速化対策」という。）が
策定されたことを受けて、①流域治水対策や地震津波対策、道路ネットワーク機能の確保等の風水害
や大規模地震等への対応、②道路施設や学校施設等インフラ施設等の耐震・津波対策、老朽化対策、
③災害関連情報の予測、収集・集積・伝達の高度化等デジタル化の推進等を盛り込むとともに、５か
年加速化対策がおおむね15兆円程度の事業規模を目途としているのに対し、初年度となる令和３年
度は約4.2兆円の事業規模（うち国費約2.0兆円）となることを取りまとめた。

また、「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」（平成 30 年 12 月 14 日閣議決定）の
フォローアップを行い、全体でおおむね７兆円程度の事業規模を目途としていたところ、約6.9兆円
を確保するとともに、160項目の緊急対策のうち、153項目については令和２年度までの予算により
目標を達成または目標達成の目途がついており、全体として目標はおおむね達成したと評価した。

加えて、事前防災の必要性やその効果への国民一人ひとりの理解・関心を高めるため、本対策等に
より災害時に効果を発揮した具体的な事例について取りまとめることにより、普及啓発を図った。

その他にも、防災・減災、国土強靱化新時代の実現のための提言、令和２年７月の豪雨災害、12
月から令和３年２月にかけての大雪等において新たに判明した災害の教訓等を踏まえ、国土強靱化の
観点から必要な施策を推進することとした。

また、令和３年度は「ナショナル・レジリエンス（防災・減災）懇談会」（座長：藤井聡 京都大学
教授）（以下本節において「懇談会」という。）において、年次計画2021の策定に関する議論を行っ
た（図表５-１-１）。

	 図表5-1-1	 国土強靭化年次計画2021の概要（令和３年６月）

国土強靱化年次計画2021の概要－１
年次計画は、「国土強靱化基本計画」に基づき、45のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑごとに当該年度に取り組むべき主要施策等をとりまとめるとともに、
定量的な指標により進捗を管理し、PDCAｻｲｸﾙにより施策の着実な推進を図るもの。

１．2021年度の国土強靱化の取組のポイント

（４）戦略的政策課題、防災・減災、国土強靱化新時代の実現のためのＷＧ提言、令和２年度災害教訓を踏まえた取組
■風土･自然条件に適う国土強靱化:グリーンインフラ、災害リスクを踏まえた土地利用を推進。人とコミュニティのレジリエンス:多様な主体の力の活用等を推進。
■事前防災・複合災害WG、デジタル・防災技術WG未来構想・社会実装チーム、防災教育・周知啓発WG防災教育・災害ボランティアチームの提言を反映。
■令和２年度に発生した７月豪雨（新型コロナの影響下での災害対応）、大雪による災害を通じた経験、検討で得られた成果等を踏まえ、必要な施策を推進。

（１）５か年加速化対策の推進
■近年、気象災害は激甚化・頻発化しており、大規模地震の発生も切迫。国民の生命・財産を守り、社会の重要な機能を維持するため、国土強靱化基本
計画に基づく取組の推進を図ることを基本としつつ、国土強靱化の取組の更なる加速化・深化を図ることとし、中長期の目標を定め、重点的かつ集中的に
実施して、目標達成年次を前倒し。

■３分野123の対策について、取組の更なる加速化・深化を図る。
（風水害や大規模地震等への対応）
・河川整備に加えダムの事前放流や浸水被害軽減のための防災まちづくりなどハード・ソフト一体となった流域治水対策
・港湾における津波対策、地震時等に著しく危険な密集市街地対策、災害に強い市街地形成対策
・災害に強い国土幹線道路ネットワーク機能の確保のための高規格道路のミッシングリンク解消 等

（インフラ老朽化対策）
・道路施設や学校施設などインフラ施設等の耐震・津波対策、老朽化対策 等
（デジタル化等の推進）
・集中豪雨等の観測体制の強化・予測精度の向上、ロボット・ドローン技術の活用、スマートフォンを通じた避難に関する情報等の提供、被災状況収集を行
う防災チャットボットの社会実装を加速など、災害関連情報の予測、収集・集積・伝達の高度化 等

■省庁連携を通じ、効率的に実施。（流域治水対策、連携型インフラデータプラットフォームの構築等）

（２）地域の強靱化の推進
■地域計画は、全都道府県及び1,398市町村（約80％）で策定が完了し大きく進展。（令和３年５月１日時点）
■５か年加速化対策の中長期の目標や対策を各地域の計画に落とし込み、目指すべき地域の将来の姿を示すなど、内容を充実。地域計画に基づく取組の
促進・支援を重点的に実施。（令和４年度以降、内容充実した地域計画に基づく取組に対する予算の重点化を推進）

■災害のおそれの状況に応じて、市町村が応援職員等を迅速、的確に受け入れて情報共有や各種調整等を行うための体制の構築を促進。

（３）広報・普及啓発活動の推進
■国民一人一人に対して、事前防災の必要性やその効果等も含め理解・関心を高めるため、関係者が連携し、広報・普及啓発の対象者を明確にして、戦略
的に実施。年内を目途に国土強靱化広報・普及啓発活動戦略（仮称）をとりまとめ。
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国土強靱化年次計画2021の概要－２

２．年次計画2021の主要施策の例

３．５か年加速化対策の進捗管理

（１）進捗状況（事業費ベース）

（２）123対策の進捗状況

区分
事業規模の目途

<閣議決定時>

事業規模

<初年度分>

うち国費

<初年度分>

防災・減災、国土強靱化のための５か年加

速化対策
おおむね15兆円程度 約4.2兆円 約2.0兆円

１ 激甚化する風水害や切迫する大規模地

震等への対策
おおむね12.3兆円程度 約3.5兆円 約1.5兆円

２ 予防保全型メンテナンスへの転換に向

けた老朽化対策
おおむね2.7兆円程度 約0.7兆円 約0.4兆円

３ 国土強靱化に関する施策を効率的に進

めるためデジタル化等の推進
おおむね0.2兆円程度 約0.03兆円 約0.03兆円

■全体でおおむね15兆円程度の事業規模（財政投融資の活
用や民間事業者等による事業を含む）を目途としていたとこ
ろ、初年度となる令和３年度分は約4.2兆円。

■123の対策ごとに設定した中長期の目標の着実な進捗を
図るため、進捗状況を把握・管理。

■当該年度中の対策の実施状況を踏まえ、翌年度に策定
する年次計画において、進捗状況をフォローアップ。

基本計画に掲げた45のプログラムにおいて、５か年加速化対策も踏まえ、施策を推進

■全国109の一級水系等において、あらゆる関係者の協働による治水対策の全体像を「流域治水プロジェクト」として策定し、河川整備に加え、ダムの事前
放流や浸水被害を軽減するためのまちづくり、水害リスク情報空白域の解消などハード・ソフト一体となった流域治水を推進

■道路橋梁や学校施設などインフラ施設等の耐震・津波対策、老朽化対策の推進
■災害に強い国土幹線道路ネットワーク機能の確保のための高規格道路のミッシングリンク解消
■集中豪雨等の観測体制の強化・予測精度の向上、ロボット・ドローン技術の活用、スマートフォンを通じた避難に関する情報等の提供、被災状況収集を
行う防災チャットボットの社会実装を加速など、災害関連情報の予測、収集・集積・伝達の高度化

■DMAT・DPATの養成、TEC-FORCEの充実・強化
■防雪施設、消融雪施設、中央分離帯開口部やＵターン路等の整備、タイムラインの作成など道路の雪害対策の推進
■避難行動要支援者の避難のための個別避難計画作成の促進
■避難所における新型コロナウイルス感染症への対応 等

※ 財政投融資を活用した事業には現下の低金利環境も踏まえ初年度にまとめて融資額が財投措置されているもの
があることや経済対策の一環として行うことも踏まえ対応したこと等により、５か年の事業規模（おおむね１５兆円程
度を目途）の年平均額を上回る額が初年度には計上されている。

※ ５か年加速化対策全体のおおむね15兆円程度の事業規模のうち、国費はおおむね７兆円台半ば。

※ 四捨五入の関係で合計が合わないところがある。

国土強靱化年次計画2021の概要－３

４．３か年緊急対策の実施結果

（１）実施結果（事業費ベース） （２）160項目の緊急対策の実施結果

■全体でおおむね７兆円程度の事業規模（財政投融資の活用や民間事業者等
による事業を含む）を目途としていたところ、現地状況の詳細確認等を精査の
上、対策期間である令和２年度までに約6.9兆円を確保し、順調に進捗。

■令和２年度までの予算により、所定の目標を達成した項目は141項
目。新型コロナ感染症拡大の影響や現場条件等による計画・工程の
変更等により、一部に遅れがあるものの目標達成の目途がついてい
る項目が12項目で、全体としては目標はおおむね達成したと評価。

区分
事業規模

<当初想定>

事業規模

<対策期間である

令和２年度時点>

防災・減災、国土強靱化のための３か

年緊急対策
おおむね ７兆円 約6.9兆円

Ⅰ．防災のための重要インフラ等の機

能維持
おおむね3.5兆円 約3.4兆円

(1) 大規模な浸水、土砂災害、地震・

津波等による被害の防止・最小化
おおむね2.8兆円 約2.8兆円

(2) 救助・救急、医療活動等の災害対

応力の確保
おおむね0.5兆円 約0.5兆円

(3) 避難行動に必要な情報等の確保 おおむね0.2兆円 約0.1兆円

Ⅱ．国民経済・生活を支える重要イン

フラ等の機能維持
おおむね3.5兆円 約3.5兆円

(1) 電力等エネルギー供給の確保 おおむね0.3兆円 約0.3兆円

(2) 食料供給、ライフライン、サプラ

イチェーン等の確保
おおむね1.1兆円 約1.1兆円

(3) 陸海空の交通ネットワークの確保 おおむね2.0兆円 約2.0兆円

(4) 生活等に必要な情報通信機能・情

報サービスの確保
おおむね0.02兆円 約0.03兆円

※ 四捨五入の関係で合計が合わないところがある。

令和２年度までの予算で目標を達成 141項目

令和３年度以降に目標達成の目途がついている（※１） 12項目

目標の達成に向けて検討が必要（※２） 7項目

対策全体 160項目

■地方自治体や民間施設設置者の財源確保、関係者との権利調整
等の必要性が生じ、７項目については目標の達成に向けて検討が
必要。これら項目については、関係省庁において目標の達成に向け
て対応を検討し、早期に結論を得た上で、速やかに実施。

（３）災害時に効果を発揮した事例等
<大規模な浸水、土砂災害、地震・津波等による被害の防止・最小化>
・河川における洪水時の危険性に関する緊急対策
・内水浸水の危険性に関する緊急対策
・学校施設等の構造体の耐震化に関する緊急対策

<救助・救急、医療活動などの災害対応力の確保> 
・災害拠点病院等の自家発電設備の燃料確保に関する緊急対策

<電力等エネルギー供給の確保> 
・高圧ガス設備の耐震補強に関する緊急対策

<食料供給、ライフライン、サプライチェーン等の確保> 
・農業用ハウスの災害被害防止に関する緊急対策

<陸海空の交通ネットワークの確保>
・道路法面・盛土等に関する緊急対策

※１ 新型コロナの影響、関係する他の計画との調整、現場条件等による事業計画・工事工程の変更等により、一部完了していない箇所
等があるが、実施割合が高く、完了の目途がつけられているもの

※２ 施設設置者や地方自治体の財源確保や関係者との権利調整等の必要性が生じるなど、目標の達成に向けて検討を要するもの
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	 5－2	 	国土強靱化関係予算及び国土強靱化に資する税制改正
令和３年度補正予算においては、５か年加速化対策の加速化・深化に係る経費として、国費約1.5

兆円を計上するとともに、その他、国土強靱化基本計画に基づき、国土強靱化の取組を着実に推進す
るための経費にとして、国費約0.3兆円を計上している。また、令和４年度当初予算においては、国
費約4.6兆円の国土強靱化関係予算を計上している。

鳥越川１号砂防堰堤

● 広島西部山系直轄砂防事業（広島県広島市）
令和3年8月大雨により土石流が発生したが、整備した

砂防堰堤により、土砂・流木を捕捉。下流地区への被害
なし。

主な事業 対策内容 事業費 対策期間

直轄砂防事業 砂防堰堤 約11億円 H27～H28

※ 当該渓流の土砂災害警戒区域内の家屋が被災した場合の想定被害

・8月12日からの大雨（高瀬雨量
観測所において累加雨量541㎜、
時間最大雨量37mm）により14日
に土石流が発生

・砂防堰堤により土石流を捕捉
し、下流地区において被害なし

・砂防堰堤が未整
備の状態で、大雨
により土石流が発
生した場合、下流
の人家252戸※に被
害が発生する恐れ

未整備の場合 令和3年8月大雨

● 奥原池ため池整備事業（島根県出雲市）
堤体の嵩上げ、洪水吐の流下能力向上を図り、ため

池堤体を強化。
令和3年7月大雨時においても、洪水を安全に流下さ

せることにより、決壊等による被害なし。

事業名 対策内容 事業費 対策期間

農村地域防災減災事業 堤体嵩上げ
洪水吐改良

9,000万円 Ｈ29～Ｒ元

うち３か年緊急対策 2,500万円 Ｒ元

・ため池が未整備の状態で、
大雨によりため池が決壊し
た場合、以下の被害が発生
する恐れ
想定被害戸数：6戸
想定被害額：1.2億円

未整備の場合

・7月12日の大雨
(時間雨量57.5mm)に
際し、被害なし。

令和３年７月大雨

流下能力
0.35m3/s

（時間雨量53.3mm
に対応）

流下能力
0.74m3/s

（時間雨量142.8mm
に対応）

国土強靱化関係事業により、災害を防止できた事例

出典：内閣官房国土強靱化推進室ホームページ
　　　（参照：https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/pdf/nenjikeikaku2021_01.pdf)

国土強靱化関係事業により、災害を防止できた事例

● 川内川流域の河川改修（鹿児島県伊佐市、さつま町等）
築堤、河道掘削等を実施することにより、令和3年7月大

雨時において、水位を約3.1m低減させ、川内川本川からの
越水を回避。浸水被害を軽減。

主な事業 対策内容 事業費 対策期間

激特事業
築堤、河道掘削、
分水路整備

約375億円 H18～H23

３か年
緊急対策

築堤、河道掘削 約101億円 H30～R2

鶴田ダム
洪水調節容量の増強
（ダムの有効活用）

約711憶円 H19～H30

平成18年7月豪雨
297mm/12h

令和3年7月大雨
354mm/12h

（宮之城雨量観測所（鹿児島県
さつま町）における雨量）

● 道路冠水対策事業（岐阜県七宗町）
横断管渠、側溝等の排水構造物を整備する冠水対策

を実施することにより、令和3年8月大雨時において、
道路冠水の発生を未然に防止。

※岐阜県 国道41号 維持管理における、防災・減災、国土強靱化のための
緊急対策事業費（冠水）の総額

平成30年9月局地的豪雨
163mm（連続雨量）

令和3年8月大雨
358mm（連続雨量）

100mを超える区間で
道路冠水が発生

被害なし

※ 8/24時点自治体聞き取りに基づく

【被害状況と効果】

浸水面積：約2,800ha
浸水家屋：約2,350戸
死者数：2名
被害額：378.5億円

浸水面積：約1,260ha※

浸水家屋：約140戸※

死者数：0名
被害額：（算定中）

【被害状況と効果】

路線 対策内容 事業費 対策期間

国道41号
排水構造物

（横断管渠、側溝等）
約27億円※ H30～R2
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また、民間事業者等が行う国土強靱化の取組を税制面においても促進できるよう、関係省庁と連携
し国土強靱化に資する税制の更なる充実を図ってきており、令和４年度の税制改正事項については、
新設１件、拡充２件を含む８項目を取りまとめ、公表した。

	 5－3	 	国土強靱化地域計画の策定支援
国土強靱化を効果的に進めるためには、地方公共団体を中心とした地域の強靱化の推進が極めて重

要である。地方公共団体においては、国土強靱化地域計画（以下本節において「地域計画」という。）
の策定が進められ、政府では策定を促進するため、国の職員による説明会等を行うとともに、地方公
共団体が地域計画に基づき実施する取組に対して、関係府省庁所管の57の交付金・補助金による支
援を実施した。この結果、令和４年４月１日時点において、47都道府県及び1,683市区町村が策定
を終え、残る58市区町村でも早期の策定に向け検討が進められている（図表５-３-１）。また、交
付金・補助金による支援については、地域計画の策定状況を踏まえ、令和４年度からは地域計画に事
業箇所や実施時期等が具体的に明記された事業への重点化を図ることにより地域計画の内容充実を促
進することとした。

	 5－4	 	国土強靱化に関する民間の取組促進及び広報・普及啓発活動の推進
（１）国土強靱化に関する民間の取組促進

政府は、国土強靱化に資する民間企業等の取組を促進するため、平成28年度より事業継続に積極
的に取り組んでいる企業等を「国土強靱化貢献団体」として第三者が認証する仕組みを運用してい
る。大規模自然災害等に際しては、個々の企業等の自助のみならず、社会全体での共助を最大限機能
させることが重要であることから、「国土強靱化貢献団体」のうち、社会貢献に積極的に取り組んでい
る企業等を「国土強靱化貢献団体（＋共助）」として認証する仕組みを平成30年度に追加しており、

	 図表5-3-1	 市区町村における国土強靱化地域計画の策定状況

市区町村の国土強靱化地域計画の策定率マップ

都道府県別 策定済みの市区町村の割合

名県府道都数県府道都合割

100％ ３６

北海道、青森県、岩手県、宮城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、
静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、広島県、徳島県、香川県、
愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県

90％以上100％未満 ７ 山形県、福島県、茨城県、東京都、長野県、岡山県、山口県

80％以上90％未満 １ 秋田県

70％以上80％未満 ３ 神奈川県、福岡県、沖縄県

令和４年４月１日現在の状況
１，７４１市区町村のうち、策定済み １，６８３市区町村

策定中（予定含む） ５８市区町村 ＜参考＞都道府県、政令指定都市：全団体で策定済み

出典：内閣官房資料



100 令和4年版 防災白書

第
1
部

我
が
国
の
災
害
対
策
の
取
組
の
状
況
等

令和３年11月末までに、計257団体（うち「＋共助」は156団体）が認証されている。また、民間
企業等の国土強靱化に関する先導的な取組については、毎年「国土強靱化に資する民間の取組事例集」
を取りまとめ、ホームページやＳＮＳで紹介する等、先導的取組の浸透を図っている（図表５-４-１）。

さらに、国土強靱化に関する個人や地域での活動を広げていくため、一般の方を対象に「国土強靱
化ワークショップ」を開催しており、令和３年度はオンラインで計４回開催した。また、国土強靱化
に関する官民の連携を促進するため、工業団地を対象としたモデル事業を実施しており、令和４年１
月にはその成果を共有するシンポジウムを京都府京都市において開催した。

（２）国土強靱化の広報・普及啓発活動の推進
国土強靱化の広報・普及啓発活動を推進するため、年次計画2021に国土強靱化広報・普及活動戦略

（仮称）を策定する旨を位置付け、広報・普及啓発活動のあり方に関する検討会を設置し、令和４年１
月に中間取りまとめを行った。中間取りまとめでは、これまでの取組における課題を検証・分析の上、
改善の方向性を示し、広報・普及啓発の基本方針として、(ア)国土強靱化の理念や具体的な効果等の
わかりやすい発信、(イ)受け手の視点に立った情報発信・適切な媒体の活用、(ウ)関係機関による主
体的・積極的な取組と一層の連携、を掲げている。これを踏まえ、内閣官房において、関係府省庁の
協力を得て、国土強靱化広報・普及活動戦略を策定し、国土強靱化のさらなる広報・普及啓発活動に
取り組むこととする。

	 5－5	 	国土強靱化基本計画の見直し
現在の国土強靱化基本計画（以下本節において「基本計画」という。）は「『国家百年の大計』の国

づくりとして、千年の時をも見据えながら行っていくことが必要」（基本計画第１章）との理念の下、
国土強靱化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画として、施策の策定に
係る基本的な指針等を定めている。また同時に「今後の国土強靱化を取り巻く社会経済情勢等の変化
や、国土強靱化の施策の推進状況等を考慮し、おおむね５年ごとに計画内容の見直しを行うこととす
る」（基本計画第４章）とも定めている。現在の基本計画は平成30年12月に変更され、令和３年度
は計画変更から３年を経過したことに鑑み、懇談会において同計画の見直しについて検討に着手した。

懇談会ではこれまでの国土強靱化に関する取組のほか、国土強靱化の理念に関することや、近年の
社会情勢の変化や災害からの知見等を踏まえるととともに、国土強靱化の取組を一層推進していくた
め、地域計画や年次計画、民間の取組の活性化並びに各種対策等の国土強靱化の計画等の体系のあり
方等、今後の国土強靱化のあり方全般について議論を行っており、今後、これらの議論を踏まえ基本
計画の見直しを進めていくこととしている。

	 図表5-4-1	 国土強靱化に関する民間の取組促進

出典：内閣官房国土強靱化推進室ホームページ
　　　（参照：https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/torikumi_minkan.html）

事業継続に積極的に取り組む企業等を

「国土強靱化貢献団体」として第三者が

認証する仕組みを平成28年度に創設。

また、同団体のうち社会貢献に取り組む

企業等を（＋共助）とする仕組みを追加。

これから国土強靱化に関する取組を
行う方々の参考として、平成26年度よ
り先導的な取組を収集し、毎年度、冊
子やホームページで公表。
（累計705事例）

【「国土強靱化貢献団体」認証制度】 【国土強靱化に資する
民間の取組事例集】

☆認証団体：257団体（うち＋共助156団体）
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